
              仕    様    書 

 

 浜松医科大学において発注する洗濯は、下記により行うものとする。 

 

                    記 

 

１．件   名  洗濯業務（内訳は別紙１のとおり） 

 

２．作 業 期 間  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までとする。（但し、土       

曜日・日曜日・１２月２９日～１日３日を除く。） 

 

３．洗濯業務の条件 （１）医療法施行規則第９条の１４の基準を満たす者であること。 

        （２）クリーニング業法第５条第１項の規定による開設の届出を行って

いること。 

  

４．予定数量   洗濯予定数量内訳による 

 

５．業 務 内 容  

（１）受渡し場所 

 リネンの洗濯物の受渡しは、各病棟リネン庫・各診療科・検査部・放射線部・薬

剤部・輸血･細胞治療部・手術部・材料部・リハビリテーション部・救急部・集中治

療部・血液浄化療法部及び光学医療診療部・臨床研究管理センターとする。 

    被服の洗濯の受渡しは、洗濯受入・払出室とする。 

    ただし看護部所属女性看護師・看護助手の被服洗濯については、各更衣室に併設

されたクローゼットでの受渡しとする。 

（２）受渡し方法と納品時期 

 別紙２のとおり 

 （３）洗剤及び仕上剤は生地をいためないものを使用し水洗いとする。 

 （４）洗濯物の取り扱いは丁寧に行い、洗濯、脱水、乾燥、プレス、折りたたみ等、仕

上げには遺漏のないようにすること。また、個別仕様のあるものについては別紙１

に従い、汚れのひどい洗濯物については適宣漂白仕上げを行うこと。 

 （５）洗濯行程中の過失により、洗濯物を滅失、または棄損あるいは不良品を生じさせ

た場合は、同等品による弁償を行うこと。 

  （６）鈎裂、綻び、ボタン付け等の補修は洗濯物の状態により行うべきものとする。 

 （７）被服洗濯の預かりの際、ポケット等に個人の所持品が入っていないか確認するも

のとする。 

  （８）消毒を必要とする洗濯物について指示があった場合には、定められた方法により

消毒するものとする。 

 （９）有害の恐れのある洗剤及び仕上剤は絶対に使用しないこと。また、新製品を使用

する場合には事前に指示を受けること。 



 （10）汚染した（感染の恐れがある）衣類・リネンは、熱水（８０℃以上・１０分以上）

で洗濯するか、又は消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）で消毒すること。  

６．そ の 他   

（１）受託者は、作業員に常に清潔で衛生的な制服を着用させ作業員の氏名及び受託業者

であることを表示する名札を着用させるものとする。 

（２）受託者は、作業員について労働安全衛生規則による定期健康診断を年 1 回以上行

い、その結果（写）を発注者へ届け出るものとする。 

（３）受託者は、契約後７日以内に作業員名簿（氏名、年齢、性別）を浜松医科大学病院

経営支援課病院調達係に提出すること。 

     作業員名簿には作業責任者を明示し、作業員の移動があった場合は速やかに届け出

るものとする。 

（４）本仕様書に記載のない事項について疑義を生じたときは、その都度病院調達係と協   

議の上、その指示を受けること。 

 （５）作業員は、４種ウイルス（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）抗体価の測定を 

行い、抗体価陰性者へのワクチン接種を行った者を選定し感染対策に努める。 

 （６）クリーニング師１名をおき、業務を総括させるとともに、甲の担当者との連絡調

整に従事させるものとする。 

 （７）受注者は、発注者と定期的に本業務に関するミーティングを開催し、業務改善に

努めること。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙２ 

洗濯物の受渡し・納品 

 

１．受渡し方法  

① リネン洗濯 

指定された受渡し場所で直接洗濯物を回収し、納品時には本学職員の確認を受

けてから各部署へ納品すること。 

受渡場所については地下１階洗濯室とし、窓口対応業務として１名常在させる

こと。 

    

    窓口の対応時間 

      平日  ９：３０～１４：００ 

         １５：００～１６：００ 

         １７：００～１７：３０ 

      

      祝日  ９：３０～１５：００ 

 

② 被服洗濯 

   

預かり時 

洗濯物と洗濯券（甲・乙・丙）とを照合確認し、洗濯券（甲・乙）

を洗濯物と併せて預かる。 

当日分をとりまとめた預書及び洗濯券（甲）を浜松医科大学病院経

営支援課へ提出。洗濯券（乙）は納品時の確認のため保管する。 

納品時 

発注者の持つ洗濯券（丙）と、預かっている洗濯物と洗濯券（乙）

を照合確認の上、洗濯物を引渡す。 

当日分をとりまとめた納品書及び洗濯券（乙）を浜松医科大学病院

経営支援課へ提出。洗濯券（丙）については請負者が保管すること。 

 

  但し、看護部所属女性看護師・看護助手の被服洗濯は、各更衣室に併設されたク

ローゼットから、ランドリーカートにより洗濯物の回収を行う。また汚損した被服、

修繕が必要な被服についてはそれぞれ個別のランドリーカートにて回収を行う。（回

収は月曜日～金曜日の間、毎日行う） 

 

２．納品時期 

① リネン洗濯 

洗濯物の納品は引渡しを受けた日から３日以内とする。（但し、土曜日・日曜日・

国民の祝日に関する法律に規定する休日・１２月２９日～１日３日は、この日数



に数えない） 

② 被服洗濯 

        預かり日から４日以内とする。（但し、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する

法律に規定する休日・１２月２９日～１月３日はこの日数に数えない） 

 

但し、看護部所属女性看護師・看護助手の被服洗濯は、各更衣室に併設されたク

ローゼットへ納品するものとする。被服は種類およびサイズ別に分けてパイプハン

ガーに吊るしたものを納品する。また特注サイズの被服はたたんで指定された棚に

納品する。（納品は月曜日～金曜日の間、毎日行う） 


